
令和６年度
鹿児島県介護保険施設等集団指導

【訪問系・通所系など】
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
福祉用具貸与・販売
居宅療養管理指導
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※ 該当するサービスごとの
「確認項目及び確認文書」、

共通資料３「令和６年４月から
義務化された事項」を
お手元にご準備ください。
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はじめに

厚生労働省「運営指導マニュアル」（令和4年3月制定、令和6年7月改正）

別添１ 「確認項目及び確認文書」

→ 運営指導の標準化・効率化を推進

→ 鹿児島県も，「確認項目及び確認文書」をもとに運営指導を実施

→ 事業所の皆様も日頃から、「確認項目及び確認文書」をもとに

自己点検（振り返り）を行うようお願いします。
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内容及び手続

・ 重要事項説明書の「従業者の員数」は，「○人以上」の記載で可

（例： 介護職員 ５人以上）

サービス提供の記録

・ 記録と請求に相違があるケースあり。

（例：実際にサービス提供した時間と，請求上の時間に相違）

訪問介護計画，通所介護計画，訪問看護計画，訪問リハ計画，通所リハ計画，

福祉用具貸与計画など

・ 利用者の心身の状況等を踏まえる。

利用者又は家族に説明し，同意を得る。必要に応じて見直す。

・ 適切なアセスメントを踏まえて作成されていないケースあり。

・ 居宅サービス計画に沿っていないケースあり。

個別サービスの質に関する事項
「確認項目及び確認文書」の中から運営指導で指摘等の多い事項

4



人員基準

・ 必要な資格を有しているか、資格証等の原本で確認し、写しを保管してください。

・ 勤務体制及び勤務実績がわかるものとして、確認文書の「勤務実績表」は，

国が示した様式があり，県ＨＰにも掲載しているので，ご活用ください。

緊急時の対応

・ 利用者の病状が急変した場合など，緊急時の対応を事前にマニュアルに整備

運営規程

・ 運営規程や重要事項説明書が，実態と相違

→ 従業者の員数は「○人以上」で可 （例：介護職員５人以上）

・ 「虐待の防止のための措置」が，令和６年４月から義務化！

→ 運営規程に，組織体制や虐待が発生した場合の対応方法等の追加が必要

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
「確認項目及び確認文書」の中から運営指導で指摘等の多い事項
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勤務体制の確保

・ 従業者が，有料老人ホームなどの他の事業所と兼務している場合，事業所ごとに

勤務時間を区分する。

（訪問介護等は移動時間が労働時間に該当 → 共通資料を参照）

・ 研修の計画や実施状況を確認できない、受講もれなどで是正をお願いするケースあり。

・ ハラスメント防止に向けた事業主の方針の明確化等の措置が講じられていない。

（既に令和４年４月から義務化！！）

【参考】（厚労省ＨＰ）

「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」，「研修のための手引き」

・ 訪問入浴介護，通所介護，通所リハビリテーションの場合，介護に直接携わる従業者の

うち資格を有さない従業者に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる必要あり。

（新たに採用した従業者は，採用後１年を経過するまでに受講）

「確認項目及び確認文書」の中から運営指導で指摘等の多い事項
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業務継続計画の策定

業務継続計画の策定等は，令和６年４月から義務化！

①業務継続計画の策定 ②従業者へ計画の周知，研修及び訓練

③必要に応じて計画の変更

※業務継続計画・・感染症や非常災害の発生時において，サービスの提供を継続的に

実施するとともに，非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

【参考】（厚労省HP） 「新型コロナウィルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」，「自然災害発生時の

業務継続ガイドライン」、「介護施設・事業者における業務継続計画（BCP）作成支援に関する研修」

衛生管理等

感染症の予防及びまん延の防止のための措置は，令和６年４月から義務化！

①感染対策委員会の開催（概ね６月に１回以上）と従業者への周知

②指針の整備 ③研修及び訓練
【参考】（厚労省ＨＰ） 「介護現場における感染対策の手引き」，「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」

「確認項目及び確認文書」の中から運営指導で指摘等が多い事項
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秘密保持

・ サービス担当者会議で利用者や家族の個人情報を用いるが，家族の同意を得ていない。

・ 秘密保持（退職後も同じ）で、従業者との雇用時等の取り決めなし。

事故発生時の対応

・ 発生した事故を，市町村等へ報告していないケースあり。

・ 事故発生原因を分析して、再発防止策を従業者へ周知

虐待の防止

虐待の防止に係る次の措置は，令和６年４月から義務化！

①虐待防止検討委員会の定期的な開催 ②指針の整備 ③研修の実施 ④担当者の設置

「確認項目及び確認文書」の中から運営指導で指摘等の多い事項
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適正な介護報酬の請求

加算の要件の確認
・ 加算に必要な体制の確保や取組等を行っておらず、返還を求め
られるケースが多い。

→ 体制の確保や取組等を評価する加算は、要件を満たしているか、
よく確認しましょう。

減算の要件の確認
（人員基準欠如、定員超過利用、身体拘束廃止未実施等）

・ 減算を行っておらず、返還を求められるケースあり。
→ 減算の対象となっていないか，よく確認しましょう。
→ 人員基準欠如等がないことが、加算の要件になっていることが

多いので、要注意！ 9
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令和６年度「指定基準改正」の主なもの
訪問リハ
ビリテー
ション★

居宅療養
管理指導
★

通所リハ
ビリテー
ション★

入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手
及び把握の義務化

訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定

高齢者虐待防止の措置の義務付けの経過措置期間を３年間延
長し、令和９年３月３１日までとする。

感染症や非常災害の業務継続計画の策定等の義務付けの
経過措置期間を３年間延長し、令和９年３月３１日までとする。

入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手
及び把握の義務化

通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定の見直し

（★は介護予防も同様の措置を講じる場合）
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令和６年度「指定基準改正」の主なもの

福祉用具貸与

特定福祉用具販
売共通★

福祉用具貸与

特定福祉用具販
売共通★

全サービス共通
★

選択制の対象福祉用具に係る計画達成状況の確認

選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス

（★は介護予防も同様の措置を講じる場合）

選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への十分
な説明、利用者の選択に必要な情報提供、医師や専門職
の意見や利用者の身体状況を踏まえた提案を義務付け

貸与後におけるモニタリングの実施時期の明確化★

モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への報告

選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要
性の検討★

運営規程の概要等の重要事項を、「書面掲示」に加え、
原則としてウェブサイトに掲載（令和７年度から義務付け）
（法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム）



令和６年度「介護報酬改定」の主なもの
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サービス種別 内 容

訪問介護 中山間地域や看取り期を適切に評価する観点から
「特定事業所加算」を見直し

訪問看護★ 専門性の高い看護師が計画的な管理を行うことを
評価する「専門管理加算」を新設

訪問リハビリ★
通所リハビリ★

入院中の医療機関のリハビリテーション実施計画等の
入手・把握を義務付け

訪問リハビリ★
通所リハビリ★

医師等の退院前カンファレンスへの参加を評価する
「退院時共同指導加算」を新設

訪問入浴介護 看取り対応体制の整備を評価する「看取り連携体制
加算」を新設

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 （★は介護予防も同様の措置を講じる場合）



令和６年度「介護報酬改定」の主なもの
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サービス種別 内 容

訪問看護★ 医療保険と同様であることを踏まえ、「ターミナル
ケア加算」の評価を見直し

全サービス
（居宅療養管理指導★、特
定福祉用具販売★を除く）

「業務継続計画未策定減算」を新設
【経過措置】
令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延の防止の
ための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を
行っ ている場合は、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具
貸与は、令和７年３月３１日までの間、 減算を適用しない。

全サービス
（居宅療養管理指導★、特
定福祉用具販売★を除く）

「高齢者虐待防止措置未実施減算」を新設
【経過措置】
福祉用具貸与★は、令和９年３月３１日まで減算を適用しない。

福祉用具貸与★
特定福祉用具販売★

一部の用具について貸与と販売の選択制を導入
（利用者への十分な説明と提案を行う）

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 （★は介護予防も同様の措置を講じる場合）



令和６年度「介護報酬改定」の主なもの
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サービス種別 内 容

通所リハビリ リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進するため、
「リハビリテーションマネジメント加算」に新たな区分を設ける

通所リハビリ 事業所規模別の基本報酬について見直し

訪問介護、訪
問看護、訪問
リハビリ

介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価、歯
科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する
「口腔連携強化加算」を新設

通所系サービ
ス

質の高い情報の収集・分析、入力負担を軽減し、科学的介
護を推進するため「科学的介護推進体制加算」を見直し

「ＡＤＬ維持等加算」について、介護の質の向上、自立支援・
重度化防止に向けた取組を推進するため見直しを行う。

通所介護

２ 自立支援・重点化防止に向けた対応



令和６年度「介護報酬改定」の主なもの
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サービス種別 内 容

訪問介護 「同一建物減算」に新たな区分（12%減算）を設ける

介護予防通リハ 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を
行うとともに、「一体的サービス提供加算」へと見直し

サービス種別 内 容

訪問介護
訪問入浴介護★
通所系サービス

令和６年度に2.5%、令和７年度に2.0%のベースアップへ

とつながるよう加算率を引き上げ、現行の要件等を組み
合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化

サービス種別 内 容

通所系サービス 送迎先に利用者の居住実態のある場所を含め、他の事
業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗も可

３ 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

４ 制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって安心できる制度を構築

５ その他

（★は介護予防を含む）



鹿児島県からのお知らせ
介護保険施設等指導指針（厚生労働省老健局長通知）によると

運営指導は，原則として指定又は許可の有効期間内（６年）に少なくとも１回以上行う。
施設サービスは，３年に１回以上の頻度で行うことが望ましい。

→ 鹿児島県においても，みなし指定事業所を運営指導の対象としています。
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指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱い

更新対象事業所のサービスと一体的に行う同種のサービス事業所で，指定有効
期間が異なる場合，事務手続きの負担軽減を図るため，更新後の有効期限を集
約し，更新申請が６年に１度で済むようにすることが可能です。希望する場合，県
のホームページの申出書を申請書に添付してください。（詳細は下記のアドレスから参照）

https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kenko-fukushi/koreisya/shitei/kaigozigyousyokousin.html

https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kenko-fukushi/koreisya/shitei/kaigozigyousyokousin.html
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【合わせて更新できるサービスの組み合わせ】（例）
（1）同一種別の居宅サービス＋介護予防サービス （訪問看護と介護予防訪問看護など）
（2）本体サービス＋短期入所生活介護 （介護老人福祉施設と（介護予防）短期入所生活介護など）
（3）（介護予防）福祉用具貸与＋（介護予防）特定福祉用具販売

注1）指定権者が鹿児島県（県の振興局・支庁）となっている同一住所（同一事業所）で，一体的にサービス提供
されている場合に限ります。

注2）次回の更新日を合わせるための手続きであり，更新手数料については各々の事業所について必要です。
注3）この取扱いは事務負担の軽減を図るためであり，必須ではありません。（希望する事業者のみ）

【参考】同時に指定更新申請を行う一例
訪問看護： 有効期間満了日（R6年6月30日）／更新（R6年7月1日）／次回更新（R12年7月1日）
介護予防訪問看護：有効期間満了日（R7年1月20日）／更新（R6年7月1日）／次回更新（R12年7月1日）

同時に更新

https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kenko-fukushi/koreisya/shitei/kaigozigyousyokousin.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kenko-fukushi/koreisya/shitei/kaigozigyousyokousin.html


介護老人保健施設，介護医療院における訪問リハビリテーションの
みなし指定の見直し

○ 令和６年６月１日以降，新規の介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可時の

取扱いについては，開設許可時に訪問リハビリテーション事業所の指定があったものと

みなされます。

○ 既に指定を受けている訪問リハビリテーション事業所については，当該事業所の有効

期限の満了日の翌日からみなし指定を受けたものとされます。

よって，既に指定を受けている訪問リハビリテーション事業所のうち，令和６年６月１日

以降に有効期限が到来する事業所については，更新申請が不要です。

○ 既に指定を受けている，本体施設が介護老人保健施設又は介護医療院の訪問リハビリ

テーション事業所は，原則として，有効期間が到来した翌日から本体施設の事業所番号

及び事業所名となります。

（ただし，既存の事業所名は有効期限到来後も，通称として利用することは可）

※ 有効期限到来時に，介護報酬を請求する場合，事業所はみなし指定後の体制届を提出

する必要があります。
（詳細は下記のアドレスから参照）

https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kaigominasi.html 18
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変更届出書，体制届の提出
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• 「変更届出書」は，変更のあった日から１０日以内に提出してください。

• 併せて，介護給付費算定に係る「体制届」を提出する場合は，同時に提出してください。

• 同時に登録しないと介護報酬の請求時にエラーとなり，請求が長期間通らないこともあり

ます。 （やむを得ず提出が遅れる場合は，事前にご相談ください。）
問合せ先，提出先

窓口 所在地 電話番号 メールアドレス 管轄区域

鹿児島地域振興局
地域保健福祉課

〒899-2501
日置市伊集院町
下谷口1960-1

099-272-6301 kago-chiiki-
kansa@pref.kagoshima.lg.jp

日置市，いちき串木野市，
鹿児島郡

南薩地域振興局
地域保健福祉課

〒897-0001
南さつま市加世田
村原2丁目1-1

0993-53-8001 minami-
kaigoshido@pref.kagoshima.lg.jp

枕崎市，指宿市，南九州市，
南さつま市

北薩地域振興局
地域保健福祉課

〒895-0041
薩摩川内市
隈之城町228-1

0996-23-3166 kita-chiiki-kaigo@pref.kagoshima.lg.jp 阿久根市，出水市，薩摩川内
市，薩摩郡，出水郡

姶良・伊佐地域振興局
地域保健福祉課

〒899-5112
霧島市隼人町
松永3320-16

0995-44-7954 airaisa-chiiki-
kaigo@pref.kagoshima.lg.jp

霧島市，伊佐市，姶良市，
姶良郡

大隅地域振興局
地域保健福祉課

〒893-0011
鹿屋市
打馬2丁目16-6

0994-52-2122 oosumi-kaigo@pref.kagoshima.lg.jp 鹿屋市，垂水市，曽於市，
志布志市，曽於郡，肝属郡

熊毛支庁
地域保健福祉課

〒891-3192
西之表市
西之表7590

0997-22-1830 kumage-chiikihoken-
sidoukaigo@pref.kagoshima.lg.jp 西之表市，熊毛郡

大島支庁
地域保健福祉課

〒894-8501
奄美市名瀬
永田町17-3

0997-57-7246 oosima-
kaiigoshido@pref.kagoshima.lg.jp 奄美市，大島郡

mailto:kansa@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:kaigoshido@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:kita-chiiki-kaigo@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:kaigo@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:oosumi-kaigo@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:sidoukaigo@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:kaiigoshido@pref.kagoshima.lg.jp


災害で施設等に被害が生じた場合

災害で被災した介護施
設・事業所は，介護
サービス情報公表シス
テムを活用して，被害
状況を報告していただ
くことになっています。

共通資料８（Ｐ４～）に
掲載していますので，
御確認ください。
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ストーマ装具の交換について
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